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近
年
、
相
続
人
間
で
遺
産
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ
ル
、い
わ
ゆ
る
「
争
続
」
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
ど
う
防
ぐ
か
、

ま
た
、
ど
う
解
決
す
る
の
か
と
い
う

点
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
近
年
の
相
続
法
改
正

も
踏
ま
え
な
が
ら
、
想
定
さ
れ
る
ト

ラ
ブ
ル
事
例
と
対
応
に
つ
い
て
解
説

す
る
も
の
で
あ
る
。

一�

　
不
動
産
の
相
続
に
お
け

る
ト
ラ
ブ
ル

【
事
例
】

　

被
相
続
人
Ｘ
の
相
続
人
は
配
偶
者
Ａ

と
長
女
Ｂ
の
２
名
で
あ
っ
た
。
遺
産
に

関
し
て
、
自
宅
が
そ
の
価
額
の
大
半
を

占
め
る
状
態
で
、遺
産
分
割
に
際
し
て
、

配
偶
者
Ａ
は
自
宅
に
住
み
続
け
た
い
、

長
女
Ｂ
は
自
宅
を
売
却
し
て
価
額
分
割

を
行
い
た
い
と
し
て
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

１　
は
じ
め
に

　

前
記
事
例
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を

事
前
に
防
ぐ
方
法
と
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

・
配
偶
者
居
住
権
の
設
定
（
２
０
２
０

年
４
月
1
日
以
降
）

・
生
前
贈
与

・
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ

・
そ
の
他
の
方
法

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
相
続
法
改
正

で
新
た
に
民
法
に
設
け
ら
れ
た
配
偶

者
居
住
権
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
活
用

す
る
場
合
の
注
意
点
を
含
め
て
紹
介

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
前
記
事
例
の

よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
方
法
と
し

て
、
前
記
の
各
方
法
を
紹
介
す
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
前
記
各
方

法
を
採
用
し
た
場
合
の
税
務
上
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
取
り
上
げ
な
い
。

２　
配
偶
者
居
住
権

⑴　

配
偶
者
居
住
権
の
概
要

　

配
偶
者
居
住
権
は
、
相
続
開
始
時

に
、
被
相
続
人
の
住
居
（
同
人
単
独

所
有
ま
た
は
配
偶
者
と
共
有
の
場
合

に
限
る
）
に
居
住
し
て
い
た
配
偶
者

に
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
も
引
き
続

き
無
償
で
当
該
住
居
で
の
居
住
を
可

能
と
す
る
権
利
で
あ
る
。
２
０
２
０

年
４
月
１
日
施
行
の
新
し
い
制
度
で

あ
り
、
判
例
法
理
等
に
お
い
て
明
確

に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
も
な

か
っ
た
。

　

従
来
、
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
住

居
に
居
住
し
続
け
る
に
は
、
住
居
の

所
有
権
を
相
続
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
配
偶
者

は
自
己
の
具
体
的
相
続
分
（
本
事
例

に
お
い
て
は
、
配
偶
者
Ａ
と
長
女
Ｂ

は
、
各
２
分
の
１
の
法
定
相
続
分
を

有
す
る
）
の
中
で
取
得
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
の
、
住
居
の
評
価
額
が
高

い
場
合
、
配
偶
者
は
預
貯
金
等
の
流

動
資
産
を
相
続
で
き
な
い
と
い
う
問

題
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
住
居
自
体
は

子
に
相
続
さ
せ
る
と
と
も
に
、
配
偶

者
に
終
身
無
償
で
使
用
さ
せ
る
負
担

を
子
に
課
す
と
い
う
負
担
付
の
相
続

を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
方
法
で
は
、
配
偶
者
が
第
三
者

に
使
用
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処

す
べ
く
新
設
さ
れ
た
の
が
配
偶
者
居

住
権
で
あ
る
。

　

配
偶
者
居
住
権
の
設
定
に
よ
り
、

子
に
建
物
自
体
（
配
偶
者
居
住
権
の

負
担
の
つ
い
た
居
住
建
物
所
有
権
）

を
相
続
さ
せ
つ
つ
も
、
配
偶
者
は
、

住
み
慣
れ
た
環
境
で
の
居
住
を
継
続

す
る
こ
と
が
従
前
と
比
べ
て
行
い
や

す
く
な
る
。

⑵　

配
偶
者
居
住
権
の
取
得
方
法

　

相
続
開
始
時
に
、
被
相
続
人
の
住

改
正
相
続
法
を
踏
ま
え
た「
争
続
」の
対
策
・
対
応
ポ
イ
ン
ト

あ
さ
ひ
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

関
根 

こ
す
も
・
熊
野 

祐
介
・
髙
田 

俊
亮

あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
遺
言
相
続
部
門
監
修
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一
　
は
じ
め
に

　

銀
行
の
預
金
取
引
に
お
い
て
は
、

預
金
債
権
の
帰
属
に
つ
い
て
口
座
名

義
人
と
第
三
者
と
の
間
で
争
い
が
生

じ
る
場
合
が
あ
る
。後
述
の
と
お
り
、

最
高
裁
判
例
は
、
定
期
預
金
お
よ
び

普
通
預
金
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
口

座
名
義
人
以
外
の
第
三
者
が
預
金
者

と
な
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
た

め
、
か
か
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、

銀
行
と
し
て
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者

を
預
金
者
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
か

の
判
断
に
迷
う
場
面
が
生
じ
得
る
。

ま
た
、
銀
行
と
し
て
は
、
二
重
払
い

の
リ
ス
ク
を
回
避
し
つ
つ
預
金
の
払

戻
請
求
に
係
る
遅
延
損
害
金
の
支
払

義
務
を
免
れ
る
た
め
、
債
権
者
不
確

知
を
理
由
と
す
る
供
託
を
検
討
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
な
る

場
合
に
か
か
る
供
託
が
有
効
と
認
め

ら
れ
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ

る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
普
通
預
金

債
権
の
帰
属
お
よ
び
債
権
者
不
確
知

を
理
由
と
す
る
供
託
の
有
効
性
が
争

わ
れ
た
東
京
高
判
令
和
元
・
９
・
18

金
融
・
商
事
判
例
１
５
８
２
号
40
頁

（
以
下
、「
本
判
決
」
と
い
う
）
を
取

り
上
げ
、
検
討
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、

筆
者
が
所
属
す
る
組
織
・
団
体
の
見

解
で
は
な
い
。

二
　
事
案
の
概
要

　

Ａ
社
は
、
平
成
28
年
12
月
９
日
、

Ｙ
銀
行
に
お
い
て
、
Ａ
社
名
義
の
普

通
預
金
口
座
（
以
下
、「
本
件
口
座
」

と
い
い
、
本
件
口
座
に
係
る
預
金
債

権
を
「
本
件
債
権
」
と
い
う
）
を
開

設
し
、
Ａ
社
の
負
担
に
よ
り
本
件
口

座
に
１
０
０
０
円
を
入
金
し
た
。

　

本
件
口
座
の
開
設
に
あ
た
っ
て

は
、
以
下
の
経
緯
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
Ｚ
社
の
会
長
Ｂ
は
、
自
ら
が

Ａ
社
の
株
主
で
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
上
場
を
目
指
し
て
い
る
Ａ
社
に

実
績
を
積
ま
せ
よ
う
と
考
え
、
Ｚ
社

が
資
金
を
用
意
し
た
う
え
で
、
Ａ
社

か
ら
Ｃ
大
学
に
対
す
る
寄
附
研
究

（
大
学
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
を
事

前
に
設
定
し
、
こ
れ
に
対
し
て
寄
附

を
行
う
も
の
）
を
行
わ
せ
よ
う
と
考

え
た
。

　

Ｂ
は
、
平
成
28
年
10
月
16
日
、
Ａ

社
の
取
締
役
Ｄ
と
の
間
で
、
①
Ｄ
は

Ｂ
の
要
請
す
る
銀
行
に
新
た
に
Ａ
社

名
義
の
口
座
を
開
設
す
る
こ
と
、
②

当
該
口
座
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
お

よ
び
届
出
印
は
Ｂ
が
保
管
す
る
こ

と
、
③
Ｂ
は
そ
の
裁
量
に
よ
り
当
該

口
座
か
ら
入
出
金
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
覚
書

を
締
結
し
、
Ａ
社
は
当
該
覚
書
に
基

づ
き
本
件
口
座
を
開
設
し
た
。

　

ま
た
、
Ａ
社
は
、
平
成
28
年
12
月

１
日
、
Ｂ
に
対
し
、
Ｙ
銀
行
に
開
設

す
る
Ａ
社
名
義
の
預
金
口
座
の
預
金

通
帳
を
用
い
、
Ｂ
が
Ｃ
大
学
へ
の
振

込
業
務
、
そ
の
他
の
振
込
業
務
お
よ

び
現
金
引
出
し
業
務
を
行
う
こ
と
を

普
通
預
金
の
預
金
者
の
認
定
と
債
権
者
不
確
知
に
よ
る
供
託

―
―
東
京
高
裁
令
和
元
年
９
月
18
日
判
決

今
月
の
解
説
①

岩
田
合
同
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

冨
田 

雄
介
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令
和
元
年
８
月
27
日
、
東
京
地
裁

か
ら
相
続
税
の
課
税
価
格
に
お
け
る

不
動
産
の
価
額
に
つ
い
て
、
処
分
行

政
庁
で
あ
る
税
務
署
の
考
え
方
を
追

認
す
る
判
決
が
出
さ
れ
た
。本
件
は
、

相
続
人
が
い
わ
ゆ
る
路
線
価
方
式
等

を
も
と
に
収
益
物
件
を
評
価
し
、
借

入
金
等
を
控
除
し
て
相
続
税
が
発
生

し
な
い
と
い
う
申
告
を
し
た
の
に
対

し
、
税
務
署
が
相
続
時
の
不
動
産
の

評
価
に
関
す
る
路
線
価
方
式
等
を
否

定
し
て
、
不
動
産
鑑
定
評
価
に
よ
る

実
勢
価
格
を
も
と
に
課
税
価
格
を
決

定
し
、
一
部
相
続
人
に
つ
い
て
多
額

の
相
続
税
が
発
生
す
る
更
正
処
分
お

よ
び
過
少
申
告
加
算
税
の
賦
課
決
定

処
分
を
課
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
処
分
等
の
取
消
し
を
求
め
る
行
政

訴
訟
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

一
　
事
案
の
概
要

　

本
件
は
、
本
件
被
相
続
人
の
相
続

人
で
あ
る
原
告
ら
が
本
件
相
続
に
よ

り
取
得
し
た
財
産
の
価
額
を
財
産
評

価
基
本
通
達
（
以
下
、「
評
価
通
達
」

と
い
う
）
の
定
め
る
評
価
方
法
（
い

わ
ゆ
る
路
線
価
方
式
等
。
以
下
、「
路

線
価
等
」
と
い
う
）
に
よ
り
評
価
し

て
相
続
税
の
申
告
を
し
た
と
こ
ろ
、

税
務
署
か
ら
相
続
財
産
の
う
ち
の
一

部
の
不
動
産
の
価
額
に
つ
き
評
価
通

達
の
定
め
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
が

著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
し

て
、
本
件
相
続
税
の
各
更
正
処
分
お

よ
び
過
少
申
告
加
算
税
の
各
賦
課
決

定
処
分
を
受
け
た
（
以
下
、
本
件
相

続
税
の
各
更
正
処
分
を
総
称
し
て

「
本
件
各
更
正
処
分
」
と
い
い
、
本

件
各
更
正
処
分
と
本
件
各
賦
課
決
定

処
分
を
総
称
し
て
「
本
件
各
更
正
処

分
等
」
と
い
う
）
た
め
、
本
件
各
更

正
処
分
等
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟

事
件
で
あ
る
。

　

本
件
相
続
に
関
す
る
具
体
的
な
事

実
経
過
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１�　

平
成
21
年
１
月
30
日
に
被
相
続

人
が
東
京
都
杉
並
区
所
在
の
土
地

建
物
（
以
下
、「
甲
不
動
産
」
と

い
う
）
を
８
億
３
７
０
０
万
円
で

購
入
（
銀
行
借
入
れ
６
億
３
０
０

０
万
円
）。

２�　

同
年
10
月
16
日
に
被
相
続
人
が

公
正
証
書
遺
言
を
作
成
。

３�　

同
年
12
月
25
日
に
被
相
続
人
が

神
奈
川
県
川
崎
市
所
在
の
土
地
建

物
（
以
下
、「
乙
不
動
産
」
と
い
う
）

を
５
億
５
０
０
０
万
円
で
購
入

（
配
偶
者
借
入
れ
４
７
０
０
万
円
、

銀
行
借
入
れ
３
億
７
８
０
０
万

円
）。

４�　

平
成
24
年
６
月
17
日
に
被
相
続

人
が
94
歳
で
死
亡
し
、
相
続
が
開

始
さ
れ
た
。
相
続
人
は
、
配
偶
者

の
ほ
か
、
長
男
、
長
女
、
二
男
お

よ
び
被
相
続
人
の
養
子
と
な
っ
て

い
た
二
男
の
子
で
あ
る
。

５�　

前
記
被
相
続
人
の
公
正
証
書
遺

言
お
よ
び
相
続
人
間
の
平
成
24
年

10
月
17
日
の
遺
産
分
割
協
議
に
よ

り
、
長
男
、
長
女
お
よ
び
養
子
の

３
人
（
以
下
、「
原
告
ら
」
と
い
う
）

が
被
相
続
人
の
遺
産
を
承
継
し
た

と
こ
ろ
、
甲
乙
両
不
動
産
は
養
子

で
あ
る
原
告
が
取
得
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
な
お
、
乙
不
動
産
は
相

相
続
税
課
税
価
格
に
お
け
る
不
動
産
の
評
価

小
沢
・
秋
山
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

香
月 

裕
爾

今月の解説②
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